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 【開会=午後２時１３分】 

 

ただいまから、広報広聴委員会を開会いたします。本日

は市議会だよりについてを議題といたします。１１月１日

発行の９月定例会に係る市議会だより掲載記事のうち、ピ

ックアップにつきまして、前回の協議にてお願いしました

が、一連の審議、審査が終わりましたので、候補になりう

ると考えられるものを２、３案程度挙げていただきたいと

考えます。ご意見をお伺いします。 

 

福祉ふれあい会館、こだまの関係はどうかなと思います。 

 

いいんじゃないですかね、福祉ふれあい会館。あと２つ。 

 

県の事業だけど、３万円。 

 

カタログですよね。 

 

そうなの。 

 

それ新生児か。 

 

そうか、それもある。 

 

新生児のやつと。 

 

中学３年生に県が３万円。 

 

それどうなんですか、県はだめなんですか。補正予算だ

から大丈夫ですよね。２、３案挙がりましたけど、皆さん

他どうですか。 

 

円空像の取り壊し、補正予算。 

 

補正予算ですね。そのうちのどれかからという感じでい

いですか。 

 

（異議なし） 

 

これらを候補に掲載記事案をまとめていきたいと思いま

す。 
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次に、表紙の写真について、今日嬉しい報告がありまし

て、花村委員が東小熊で撮ってきていただいた彼岸花です。

前回、平方勢獅子という話もありました。勢獅子はいつあ

るんですか。 

 

８日。 

 

１０月８日、写真撮りに行こうかな。獅子と花村委員か

らいただいたこの写真も検討とさせていただいて、他に何

か写真ありますか。 

 

（発言なし） 

 

ではこの２案で、この彼岸花の風景と勢獅子、この２案

でご検討いただきたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。今日決めんでもいいもんね、まだ大丈夫。ちなみに勢

獅子行けるよという人、一応私行ってきますけど、ちょっ

と観光協会とタッグ組んでやりますということで、この２

案でまずやらさせていただきますのでよろしくお願いしま

す。 

以上で、市議会だよりの編集については終了いたします。 

その他ですが、８月３０日に開催しました全員協議会で 

発言のありました、この議会だよりの編集ルールについて、

前回、先進自治体等々を見ておいてくださいねということ

で宿題がありましたが、主な論点としては、広報広聴委員

会が議会だよりの編集に係る権限ですね、この権限のうち、

提出原稿の修正、提出の指示権、それに従わないときの委

員会修正権。２つ目が一般質問に関して問題となる市議会

としての広報紙であることとの関係で、原稿を作成する議

員との関係の整理があろうかと思います。お手元に他市議

会の例を、事務局さんお優しいので調べていただいたわけ

でありますが、何かその他別に、宿題を課したわけですか

ら、どこの自治体の議会が良かったとかございますか。 

 

ちょっと若干話がずれてしまうところもあるんですけれ

ども、今回、あわせて提案できたらなと思って、ちょっと

他の地区のを見さしてもらってる中で、例えば表紙の写真

とかなんですけれども、それを毎回公募で募っているとこ

ろがありまして、例えば次回の写真の応募についてみたい

な感じでＱＲコードを貼って、そこに写真のデータを送っ

てもらうとかというようなことをやられているところもあ
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るので、毎回この写真の話を上げられているところもある

ので、せっかくであればそういうところとかをぜひとも考

えていただけるといいのかなというところと、他の、これ

は奥州市議会を参考したんですけれども、地元の高校生に

対して、市政のインタビューをされてとかというところで、

やはり行政に興味を持ってもらう、参画であったりとかと

いうところと、逆に議長のコラムみたいなものも載せられ

ていたりするので、手間がどうしてもかかる話なのであれ

ですけど、何とか双方向というのか、お互い歩み寄るな形

で、議会がどうしても宙に浮かないような形でできたらい

いのかなと思います。あと、前回の全協で、議員の責任だ

からどんなことでも載せなさいといった趣旨の発言があっ

たと思うんですけれども、それに関しては、どんなことで

もというのはやはりおかしいんじゃないのかなと、個人の

発言に責任を持つことは大前提当たり前なんですけれど

も、あくまで議会の議会だより、議会が発行するものにな

りますから、逆に個人の責任だから何でも載せますよにな

ってしまうと、議会だよりの信頼性そもそもがなくなって

しまうので、そこに関しては個人の責任でというところ、

責任を持つのは当たり前なんですけれども、そこの編集権

限であったりというところを持った上で広報広聴委員会を

運営していくのが必要かなと思います。以上です。 

 

今の個人の原稿と、そして広報広聴委員会の意向という

その兼ね合いなんですが、河﨑委員言われたその通りだと

いうことを思いますが、だけど、やはりある程度この前の

件なんかを参考にして言いますと、やはり白紙で出すとか、

そういうような意見まで言われると、やはりお互いの感情

的な意見のぶつかり合いにもなってしまうというようなこ

ともありますもんで、だから尊重しながら、そしてお互い

にもう少し歩み寄って、原稿の段階で私も１回私の部分が

白紙というようなことがあったわけです。その前に、やは

り原稿を持ってきていただく前に、今回の件でもこういう

ようなところで問題になっておりますと、だからここにつ

いてちょっと再度考えていただけるとありがたいですとい

うような、そういうようなお互いの意思疎通ができるよう

な、そんなことがあると今回、それができたかどうかはわ

かりませんが、私の場合もありがたかったかなと。私の場

合も家に持って来ていただいて見てみたら、私のところが

白紙という、そういうような原稿が来ますと、私の家内が

受け取ったわけですよ。びっくりして、私は外へ出ており
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ましたもんで、携帯の方にこんなことだよと、どうしたの

というような話で、載せてもらえんのというような話にな

ってきますので、そうするとお互いに感情的になっちゃう

というところで。 

 

 その白紙というのは。 

 

要は私の原稿の部分が全然書いてないわけです。顔写真

は出てる、そういうようなことが私もありましたので。 

 

（「そういうふうに発行されたの」と呼ぶものあり） 

 

だから、私は直したわけ。 

 

そりゃそうやろ、まとまってないんだもん。嫌がらせで

やってるわけじゃないから。 

 

その前にこういうことですよというような話が、そうい

う状況がやっぱり。 

 

 先進事例はないのね。河﨑委員は奥州市とか調査対象が

あるわけですよ。それを示してくださいねと言っているん

です。その個人的なうんぬんではなくて、編集とかルール

について言っているんで、それは編集とか事務局サイドと

か、いろいろまとまってなかったら、それは一番最初は空

白になっちゃいますよ。 

 

それを印刷の段階で出して持ってくるのではなしに、印

刷所に出す段階でわかってるわけですので、そういう段階

でもって、こういうことでという話をされるならいいわけ

ですが。 

 

そういうことじゃないの、よくわからんけど。 

 

だから、今回でも要は白紙の原稿を持ってみえたという

ところで、粟津議員のところが。 

 

白紙の原稿持ってみえたってどういうこと、そんなタイ

ミングあったの、全部書いてあったよね。 

 

１回目持ってみえたときには、私も見とるけど。 
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別に空白だったとしてもまとまってないとか、いろいろ

構成とかがあるからやってるだけでしょ。 

 

印刷屋に出す前にそれがわかっているわけだから、そう

いう連絡はあってしかるべきだということです。 

 

印刷前にはちゃんと広報委員会で諮ってますよね。サン

プルいただいて、ここがいい、ここが悪いと言って、全部

の項目について、ここがいい、ここがだめだと言って、い

ろいろ修正とかしたりしてますから。白紙のあれというの

は何を言っとるのかちょっと、連絡とかやり取りの段階で

でしょう。 

 

だから、今日出すでしょ、今回の分、今日が締め切りで

しょう。次にあるのは、今日また決めればいいんだけど、

１０月１０日くらいにあるとする、その原稿は委員の方に

事前に配られる、その配られた段階に白紙で配られたとい

うことです。 

 

発行してないやん、編集中だもん。じゃあどうしたらい

いの。それが発行されるわけじゃないから、編集中のもの

に対して、事務局さんが各委員の皆さんにお配りしている

わけでしょ。それが何で白紙のまま発行されるというふう

な考え方になっとるの。 

  

 そこで一言でもあれば、今回粟津議員のことで問題にな

ったわけ。 

 

修正案を出したり、今回の粟津議員の件に関しては、粟

津議員といろいろやり取りをさせていただいた上で調整を

していますから、広報広聴委員会が勝手に文章を変えたと

か、そういったことは一切ないですし、それは大変申し訳

ないんですけど、理解不足なんじゃないんですか。 

 

第１回のときにもらうでしょう。 

 

皆さんやったよね、副委員長、やっとるで議事録読んで

もらえばいいよ、あるでしょ。議論しとる、皆さんで、副

委員長いらっしゃらなかったかもしれないけど、重要なプ

ロセスは踏んで、全ての議会だより、広報広聴委員会で発
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行していますから、その上で他に何かルールを追加すべき

なんじゃないかというご意見が粟津議員の方からあったの

で、協議をさせていただくということで、何か先進事例は

ないですかということで、委員の皆さんにお諮りをしてい

るところであります。そうしたら奥州市でこうしたことを

やっているということで河﨑委員からお話があったので、

他に何かありますか。 

 

議会だより、他市の場合は討論を載せているところがあ

る。現在、羽島市議会も星取表まで載せるようになったけ

ど、なぜ反対したか、それを明らかにしている議会だより

があるということだけ発言します。 

 

ちょっとすみません、委員会としての編集権限について、

何か他に調べていただいた方いらっしゃいますか。すごい

小さな村ですけど、熊本県に五木村というところがあるん

ですけど、タブレットを導入したので調べていただければ

いいんですが、五木村の議会広報の関係は私達と同じよう

な感じではあるんですけど、校正という言葉が入っていま

す。編集だけじゃなくて、私、校正という言葉を入れるだ

けでいいんじゃないかと今回の件思っているんですけれど

も。校正という言葉がありまして、校正という意味はもち

ろん誤字脱字もありますし、英語だったらスペルミスがい

ろいろあるんですけれども、表記とか文章の構成や文法の

使い方、内容に矛盾が起きていないかなど確認して正しく

修正する作業、業務という意味なんです。この言葉でいい

んじゃないかなと、自分で皆さんに宿題を課しているので、

私も調べてこないとと思って調べたんですけど、五木村の

議会広報に関しては、広報の校正は広報委員会がこれを行

うということになっています。 

編集だとちょっと違うような感じがするというのと、全

協のときに事務局案がという話がありました。編集事務の

補佐という項目があります。編集事務の補佐、広報編集事

務及び庶務事項は議会事務局長が補佐することができると

いう項目があります。８２０人ほどの人口です、五木村。

こうしたこともありますので、事務局からこのルール等々

につきまして、資料が提出されました。もちろん河﨑委員

言われたような奥州市ですとか、私が先ほどお話をしまし

た五木村の議会広報の発行に関する条例というものがあり

ます。今配布をいただきました。津久見、登別、南アルプ

ス、八千代市議会、方針もありますね。いろんな条例、方
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針、要綱もいろいろ、こちらの配布した資料等々をまた読

んでいただいて、次回から協議、検討してまいります。広

報広聴委員会としての考え方というのを次回になるのか、

来月中には答えを出していきたいと思いますので、調べて

おいてください。よろしくお願いいたします。 

次回、１０月の議会だよりの編集のための広報広聴委員

会の日程について協議したいと思います。１０月は行政視

察が予定されていることから、第３週で２回行う必要があ

ります。候補としては、１０月１６日と１０月１９日。１

０月１６日は１時半から、２日目ですが、１０月１９日。 

 

（「１８日、昼」と呼ぶものあり） 

 

１６に委員会をやって、また何か修正とかしないといけ

ないから、その修正の期間を空けておいて、１９というふ

うにしてるんですよね。事務局的に１６日に修正とかいろ

いろして、１８日の昼に出せるのかどうか。ＤＴＰは初め

てなので、ご一任いただけるならしっかりと議論させてい

ただきます。 

１０月１６日は１時半から、２回目、１０月１９日は１

０時から行うこととさせていただきますのでよろしくお願

いをいたします。 

これで広報広聴委員会を閉会いたします。宿題よろしく

お願いいたします。ありがとうございました。 

 

【委員会終了＝午後２時４３分】 

 


